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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人情報処理学会（IPSJ）及び一般

財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，

日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS X 0164 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS X 0164-1 第 1 部：プロセス 

JIS X 0164-2 第 2 部：ソフトウェア識別タグ 
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0 序文 

この規格は，2015 年に第 2 版として発行された ISO/IEC 19770-2 を基に，技術的内容及び構成を変更す

ることなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

0.1 概要 

IT 資産管理（以下，ITAM という。）のための国際規格 ISO/IEC 19770 ファミリは，ソフトウェア，ハー

ドウェア及び関連する資産を管理するプロセスと技術の両方とを規定している。今日の世界で IT が，全て

の活動において根本的に重要な役割を果たしていることを考慮すると，これら ITAM の標準は IT の全ての

活動と緊密に連携したものでなければならない。例えば，ソフトウェア識別（以下，SWID という。）タグ

は，ITAM プロセスに着目した財務及びライセンス遵守以外の他の管理機能を支援することができる。技

術的な展望から，情報構造としての ITAM 標準は，ソフトウェア管理のための相互に関連する運用データ

としてだけでなく，ソフトウェア管理においてより効果が期待できるセキュリティのように，多くの関連

する便益のための基礎を提供する。情報構造としての ITAM 標準は，また，ソフトウェア認証の改善及び

ぜい（脆）弱性情報の識別と関連付けられたより自動化された識別及び緩和のように，IT 機能の重要な自

動化を促進する。 

0.2 この規格の目的 

この規格は，ソフトウェア識別タグの国際標準を提供する。ソフトウェア識別タグは，新しく，自動化

管理機能をサポートするソフトウェア製品についての識別情報を含む標準化されたデータ構造である。ソ

フトウェア識別タグ構造の中で提供される製品情報は，多くの場合 XML データファイルにより提供され

るが，同様な SWID タグの製品情報は，管理されたコンピューティングデバイスに依存した他のものを通

して提供されることもある。 

SWID タグは SWID タグ製作者，例えば，ソフトウェアを開発し配付するソフトウェア開発者又はツー

ル及び／又はサービスの提供者によって生成される。SWID タグデータは，例えば，ライセンス遵守，ソ

フトウェアセキュリティ，又はロジスティックス活動のようないろいろな目的のためにコンピュータデバ

イスから情報を収集する検出ツール又はサービスで SWID タグ使用者によって利用される。認証され，詳

細が記述されたソフトウェア識別情報は，ソフトウェア管理費用を削減させ，セキュリティ，コンプライ

アンス及びロジスティックス分野の IT プロセスの自動化を支援する。 

この規格は，ソフトウェア識別タグを利用することで，タグを使用するアプリケーションのセキュリテ

ィ，コンプライアンス及びロジスティックス自動化のような，IT プロセスの自動化を容易にする目的で開


